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全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇◇ 全全国国税税ホホーームムペペーージジ ◇◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei

〈
出
題
〉
九
段
　
石
榑
郁
郎

黒
先

〈
ヒ
ン
ト
〉

一
手
目
が
無
条
件
で
仕
留
め

る
好
手
で
す
。

（
10
分
で
二
、
三
段
以
上
）

ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
で
設
立
し

た
「
石
原
銀

行
」
と
や
ゆ

さ
れ
る
新
銀

行
は
経
営
破

綻
寸
前
。
追
加
分
を
含
め
た

税
金
投
入
は
一
千
四
百
億
円

に
▼
「
失
敗
を
認
め
よ
」

「
も
う
手
を
引
く
時
」
と
各

新
聞
も
こ
ぞ
っ
て
知
事
責
任

を
問
い
、
撤
退
を
求
め
た
▼

「
出
資
す
る
一
千
億
円
が
、

や
が
て
は
数
兆
円
の
値
に
な

る
」
と
大
風
呂
敷
を
広
げ
た

知
事
。
自
民
は
も
と
よ
り

「
中
小
企
業
の
味
方
」（
公
明
）

「
夢
と
ロ
マ
ン
が
も
て
る
」

（
民
主
）
と
「
オ
ー
ル
与
党
」

は
賛
成
し
た
▼
就
任
以
来
、

カ
ッ
ト
し
て
き
た
福
祉
予
算

は
六
百
億
円
に
上
る
が
、
メ

ン
ツ
の
た
め
大
枚
を
は
た
く

こ
と
に
痛
み
は
感
じ
な
い
▼

「
進
む
も
地
獄
、
引
く
も
地

獄
」
と
評
さ
れ
る
な
か
、
追

加
出
資
だ
け
な
ら
４
０
０
億

円
で
済
む
と
、
安
上
が
り
に

賭
け
た
選
択
肢
を
待
ち
受
け

る
の
は
破
滅
し
か
な
い
。

選
別
・
差
別
、希
望
無
視
の
根
源

身
上
申
告
書
は
ど
の
よ
う

に
尊
重
さ
れ
る
の
か
、
勤
務

評
定
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

人
事
に
ど
う
使
わ
れ
る
の

か
。
こ
う
し
た
疑
問
等
は
な

ん
ら
払
拭
さ
れ
な
い
ま
ま
に

「
身
申
・
勤
評
の
季
節
」
を

迎
え
て
い
ま
す
。

国
家
公
務
員
の
本
省
課
室

長
以
上
の
女
性
管
理
職
の
割

合
は
、
１
・
７
％
。
民
間
は
、

10
・
７
％
に
と
ど
ま
っ
て
い

ま
す
。

政
府
の
男
女
共
同
参
画
会

議
で
、
福
田
首
相
は
「
女
性

の
活
躍
の
場
を
広
げ
る
た
め

大手賃上げ回答大手賃上げ回答 多くが前年並み多くが前年並み
大企業の身勝手さに

確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

納
得
性
を
高
め
る
」
と
う
た

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
信

賞
必
罰
人
事
を
に
ら
ん
だ

「
公
務
員
制
度
改
革
」
に
端

を
発
し
た
も
の
で
、
決
し
て

職
員
の
懸
念
を
払
拭
す
る
も

の
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

少
な
く
と
も
、
職
員
が
納

得
で
き
る
評
価
の
た
め
に
公

正
を
尽
く
す
こ
と
、
情
実
・

派
閥
人
事
、
差
別
・
選
別
人

事
を
根
絶
し
公
正
で
明
朗
な

人
事
を
確
立
す
る
よ
う
要
求

し
ま
す
。

を
策
定
す
る
」
よ
う
指
示
し

ま
し
た
。

◇
　
◇
　
◇
　
◇

06
年
４
月
、
人
事
院
の
指

針
改
定
を
受
け
、
国
税
庁
も

「
女
性
職
員
の
採
用
・
登
用

拡
大
計
画
」
を
新
た
に
策
定

―
女
性
職
員
の
在
職
者
数
が

全
体
の
13
・
３
％
（
40
歳
以

上
で
は
22
・
３
％
）
を
占
め

る
な
か
、
①
管
理
者
ク
ラ
ス

の
６
級
以
上
在
職
は
全
体
の

１
・
８
％
（
７
級
以
上
で
は

０
・
５
％
）、
②
管
区
機
関

（
国
税
局
局
員
等
）
に
お
け

る
割
合
は
９
・
８
％
に
と
ど

戦
略
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
全
閣

僚
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
同
推

進
本
部
に
対
し
、「
20
年
ま

で
に
女
性
幹
部
の
割
合
を
３

割
程
度
に
引
き
上
げ
る
政
府

目
標
達
成
の
た
め
、
４
月
上

旬
ま
で
に
加
速
プ
ロ
グ
ラ
ム

だ
て
で
、
19
年
11
月
〜
20
年

３
月
を
期
間
と
す
る
人
事
評

価
の
試
行
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。こ

の
人
事
評
価
制
度
は
、

「
よ
り
信
頼
性
の
高
い
評
価

シ
ス
テ
ム
に
す
る
た
め
、
公

平
性
・
客
観
性
・
透
明
性
を

定
者
」
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

そ
っ
て
評
価
を
す
る
も
の

の
、「
客
観
性
が
あ
る
も
の

な
の
か
」
と
い
う
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
も
な
く
、
職
員
は
評

価
を
検
証
し
納
得
す
る
術
も

持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
勤
評
を
も
と

に
、
署
長
・
副
署
長
は
事
務

系
統
ご
と
、
事
務
官
・
調
査

官
・
上
席
・
統
括
官
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
相
対
評
価
を
行

い
、「
一
番
か
ら
ビ
リ
ま
で

の
順
位
」を
つ
け
る
の
で
す
。

「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
評

価
」
を
続
け
た
い
当
局
は
、

職
員
に
身
上
申
告
書
の
提
出

を
求
め
、
管
理
者
に
は
部
下

の
「
順
番
」
を
つ
け
さ
せ
る

勤
務
評
定
書
の
提
出
を
求
め

て
い
ま
す
。

統
括
官
な
ど
「
第
一
次
評

さ
ら
に
、
局

の
人
事
作
業
で

署
間
の
比
較
は

ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
、「
全
管

で
の
順
位
」
が

つ
け
ら
れ
る
の

ま
っ
て
い
る
現
状
か
ら
、

６
・
７
級
以
上
在
職
者
に
占

め
る
割
合
と
管
区
機
関
に
お

け
る
割
合
を
「
引
き
続
き
増

加
さ
せ
て
い
く
よ
う
努
め

る
」
と
し
て
い
ま
す
。

ｅ–

Ｔ
ａ
ｘ
普
及
割
合
ア

ッ
プ
に
み
ら
れ
る
当
局
の

「
熱
意
」
も
、
女
性
職
員
の

登
用
拡
大
で
は
サ
ッ
パ
リ
伝

わ
っ
て
き
ま
せ
ん
。
男
女
共

同
参
画
社
会
か
ら
孤
立
し
な

い
た
め
に
も
、
長
官
に
は
、

「
加
速
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
早

急
に
策
定
し
、
明
示
す
る
よ

う
求
め
ま
す
。

か
、
そ
の
中
で
署
長
の
意
向

は
ど
こ
ま
で
反
映
す
る
シ
ス

テ
ム
に
な
っ
て
い
る
の
か
は

ま
っ
た
く
不
明
で
す
。

こ
う
し
た
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ

ッ
ク
ス
評
価
」
が
、
情
実
・

派
閥
人
事
、
差
別
人
事
の
温

床
と
な
り「
お
手
盛
り
評
価
」

「
女
性
や
全
国
税
組
合
員
は

低
評
価
」
を
横
行
さ
せ
て
き

た
こ
と
は
動
か
せ
な
い
事
実

で
す
。◇

　
◇
　
◇
　
◇

こ
と
し
は
勤
務
評
定
と
別

財
務
・
金
融
行
動
実
行
委
員
会
（
財
務
省
や
金
融
庁

に
か
か
わ
る
35
の
労
働
組
合
や
団
体
で
構
成
）
は
、
４

月
18
日
の
財
務
省
前
行
動
を
中
心
に
、
①
解
雇
撤
回
や

金
融
被
害
の
救
済
や
組
合
差
別
是
正
、
②
庶
民
増
税
政

策
の
転
換
と
国
民
本
位
の
行
財
政
確
立
を
め
ざ
し
、
官

民
共
同
行
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

「ｅ–Ｔａｘ以上の熱意」で
女性職員の登用促進を

女性管理職割合、３割引上げへ
「加速プログラム」策定を首相が指示

性別・級別在職状況

女 性 男 性
１級以上　 1,431 2,856
２級以上　 1,353 3,429
３級以上　 2,159 7,587
４級以上　 1,129 8,180
５級以上　 931 11,329
６級以上　 236 11,308
７級以上　　 11    1,712
８級以上　　 1      536
９・10級　　 0      139
合 計 7,251 47,076

（平17年給与等実態調査）

身上申告
勤務評定

別
だ
て
の
人

事
評
価
試
行「
成
果
主
義
」
で
信
賞
必
罰
強
化

で
き
な
い
。
ま
す
ま
す
苦
し

く
な
る
」
と
不
満
の
声
が
出

て
い
ま
す
。

「
企
業
は
目
標
を
達
成
し

て
お
り
、
利
益
も
上
げ
て
い

る
の
に
、
労
働
者
の
要
求
に

は
半
分
し
か
応
え
な
い
の
は

身
勝
手
だ
」
と
の
怒
り
も
噴

出
し
て
い
ま
す
。

経
営
者
と
株
主
へ
の
配
分

が
優
先
さ
れ
る
な
か
、
今
春

闘
で
は
「
賃
上
げ
で
内
需
型

経
済
に
転
換
を
」「
格
差
の

二
極
化
に
歯
止
め
を
」
を
求

め
、
長
時
間
労
働
是
正
の
た

め
に
時
間
外
割
増
率
引
き
上

げ
も
要
求
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、「
極
め
て
自
制
的

な
要
求
」（
高
木
連
合
会
長
）

多
く
の
組
合
が
、
昨
年
並

み
か
下
回
る
回
答
結
果
と
な

り
、
月
例
賃
金
で
は
な
く
手

当
や
一
時
金
に
傾
斜
さ
せ
た

金
属
大
手
の
い
っ
せ
い
回
答

―
「
30
分
の
残
業
代
に
も
な

ら
な
い
」「
物
価
が
上
が
る

な
か
、
今
の
生
活
す
ら
維
持

電
機
　
産
別
最
賃
千
円
に
引
き
上
げ

非正規労働者にかかわる要求では、

電機連合がパートや派遣など非正規の

賃上げにつながる産業別最低賃金を千

円に引き上げた前進があります。

中小金属が多いＪＡＭでも、パート

の最低賃金協定を引き上げ、時給970

円になった組合も出ています。

貧困が広がるなか、パート労働者な

どの賃上げや最低賃金引き上げのたた

かいはこれから本格化し、すべての国

民に最低限度の生活保障を実現する官

民一体、国民各層の共同した運動は山

場を迎えます。

喝喝
中
小
「
有
志
共
闘
」
巻
き
返
し
へ

あ
ら
た
な
春
闘
相
場
形
成
に
挑
戦

民
間
で
は
、
中
小
企
業
、

パ
ー
ト
労
働
者
な
ど
の
賃
上

げ
や
最
低
賃
金
引
き
上
げ
の

た
た
か
い
が
こ
れ
か
ら
本
格

化
し
ま
す
。

08
春
闘
で
は
、
新
た
な
相

場
形
成
を
め
ざ
し
て
内
需
型

中
小
企
業
を
抱
え
る
連
合
の

７
産
別
労
働
組
合
が
「
有
志

共
闘
」
を
立
ち
上
げ
、
果
敢

に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。

「
賃
金
改
善
の
流
れ
を
継

続
し
、
上
向
か
せ
る
」
た
め
、

中
堅
・
中
小
の
労
働
組
合
が

大
手
の
回
答
を
超
え
る
か
が

今
後
の
焦
点
と
な
り
ま
す
。

と
組
合
側
が
自
認
す
る
要
求

に
さ
え
、
各
企
業
と
も
円
高

や
原
材
料
高
騰
を
理
由
に
、

「
コ
ス
ト
増
に
な
る
」
と
し

て
抑
え
込
む
姿
勢
に
終
始
し

ま
し
た
。

ト
ヨ
タ
は
二
兆
円
も
の
営

業
利
益
を
あ
げ
な
が
ら
千
五

百
円
の
要
求
に
も
「
競
争
力

を
そ
ぐ
」
と
し
て
昨
年
同
額

の
千
円
と
し
、
こ
と
し
も
春

闘
相
場
を
抑
え
込
む
否
定
的

な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

賃
金
と
あ
わ
せ
焦
点
と
な

っ
た
時
間
外
割
増
率
の
引
き

上
げ
で
も
、
世
界
の
最
低
レ

ベ
ル
の
割
増
率
に
固
執
し
、

企
業
側
は
軒
並
み
拒
否
す
る

姿
勢
を
み
せ
て
い
ま
す
。
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お
寒
い
職
場
は
…

【
北
海
道
地
連
】

地
球
温
暖
化
防
止
の
た

め
暖
房
時
の
オ
フ
ィ
ス
の

室
温
を
20
度
に
す
る
こ
と

を
呼
び
か
け
て
い
る
▼
ウ

ォ
ー
ム
ビ
ズ
と
や
ら
で
室

内
温
度
を
制
限
し
て
い
る

の
か
暖
か
く
な
っ
た
な
と

感
じ
る
と
暖
房
が
止
ま
り

足
元
や
肩
口
を
空
調
の
冷

た
い
風
が
吹
き
抜
け
る
。

▼
当
局
は
「
健
康
は
自
己

管
理
、
風
邪
を
引
い
た
ら

無
理
せ
ず
休
め
」と
言
う
。

「
職
場
で
風
邪
を
引
き
そ

う
だ
」
と
の
現
場
の
声
に

当
局
も
早
急
に
対
処
し
て

も
ら
い
た
い
▼
「
寒
い
時

は
着
る
」
と
い
う
の
が
ウ

ォ
ー
ム
ビ
ズ
だ
が
文
字
通

り
「
お
寒
い
職
場
」
は
い

た
だ
け
な
い
。

薄
め
ら
れ
て
い
く
第
一
歩

【
関
信
地
連
】

内
部
事
務
一
元
化
の
試

行
署
で
は
、
一
元
化
の
最

終
到
達
点
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
５
の

う
ち
２
に
突
入
し
ま
し

た
。
１
の
「
個
人
班
・
法

人
班
」
か
ら
２
の
「
繁
閑

調
整
に
よ
り
出
身
事
務
系

統
以
外
の
事
務
に
従
事
」

へ
の
移
行
で
す
。

一
例
と
し
て
申
告
所
得

税
の
回
付
に
つ
い
て
①
整

理
番
号
の
設
定→

②
索
引

簿
の
出
入→

③
Ｏ
Ｃ
Ｒ
処

理→

④
エ
ラ
ー
デ
ー
タ
出

力
が
一
元
化
の
事
務
（
エ

ラ
ー
デ
ー
タ
処
理
、
審
査

編
て
つ
等
は
課
税
内
部
）

で
す
が
、
そ
の
処
理
は
個

人
課
税
部
門
の
担
当
だ
け

で
な
く
法
人
・
管
理
の
担

当
者
と
と
も
に
共
同
し
て

行
っ
て
い
ま
す
。
出
身
事

務
系
統
が
薄
め
ら
れ
て
い

く
第
一
歩
で
す
。

昼
休
み
川
柳

【
近
畿
・
南
大
阪
支
部
】

・
昼
当
番

休
む
と
こ
無

し

策
も
な
し

・
日
程
表

作
り
手
も
泣

く

乱
数
表

・
ど
う
せ
な
ら

敗
北
宣

言

白
紐
に

・
当
局
も

開
き
直
っ
て

わ
し
ゃ
知
ら
ん

番
外
編

・
猫
の
手
も

孫
の
手
も

借
り
た
い
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

（
職
員
vs
年
金
者
）

③
勤
務
形
態
に

応
じ
て
有
給
休

暇
を
付
与
し
、

繰
り
越
し
も
認

め
る
。

④
同
様
に
社
会

保
険
、
雇
用
保

険
に
も
加
入
で

き
、
健
康
診
断

も
受
け
さ
せ
る
。

◇

◇

◇

そ
の
２
ヵ
月

後
、
手
の
ひ
ら

を
返
す
よ
う
に

不
安
定
な
待
遇
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
は
、「
自
分
の
給
料
で
生
活
で

き
る
よ
う
に
常
勤
職
員
や
正
規
職
員
の
道
を
実
現
し
た
い
」
と
訴
え
て
い
ま
す
。

「
な
く
せ
貧
困
」
を
重
要
な
課
題
と
し
て
い
る
国
公
労
連
・
全
国
税
は
、
政
府
・
人

事
院
に
対
し
、
非
常
勤
職
員
の
「
雇
い
止
め
」
規
制
と
あ
わ
せ
て
、
賃
金
や
休
暇
制
度

な
ど
の
処
遇
改
善
を
求
め
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
な
か
、
国
公
労
連
、
自
治
労
連
、
全
教
な
ど
で
つ
く
る
公
務
労
組
連
絡
会

は
３
月
５
日
、「
官
製
ワ
ー
キ
ン
プ
ア
」
と
も
呼
ば
れ
る
国
や
自
治
体
、
学
校
で
働
く
非

常
勤
職
員
が
実
態
を
告
発
す
る
集
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

非常勤職員の法的地位
国や自治体で働く非常勤職員は、正

規職員でないため、公務員法の身分保
障の適用がない。一方、パート差別を
禁止した「パート労働法」からは「公
務」であることを理由に除外されるな
ど、民間の労働者に保障された権利を
使えないことも多く、「法の谷間」に
なっている。労働法学者からも、「非
常勤は本来、一時的な仕事。恒常的な
公務なのに非常勤とすることが問題
だ。そこを改善すべきなのに、更新回
数の制限などその場しのぎの対応に終
始してきたのは論外だ」と批判されて
いる。

区の「勤続給」案に
都がブレーキ

東京都港区や千代田区は、パート労
働者の待遇向上をめざす改正パート法
の施行や人手不足を考慮し、勤続年数
の長い非常勤職員に勤続給を導入する
ことを検討―しかし、「有期契約の非
常勤職員に、長期雇用を前提とした勤
続給を設けるのはおかしい」と都に待
ったをかけられ、港区は導入を延期。
千代田区は「勤続給ではなく職務の熟
練や職責に対する賃金」と位置づけを
変えて導入する。
東京公務公共一般労組は、「正規職

員と同等の仕事なら待遇も近づけよう
と60歳すぎまで働けるようにした自治
体は多い。パートの底上げをすべき時
に、法を悪用して押し戻そうとしてい
る」と批判。都が交渉に応じないため、
３月３日、都労働委員会に不当労働行
為の救済を申し立てた。

行
政
機
関
で
働
く
非
正
規

職
員
は
、
今
で
は
な
く
て
は

な
ら
な
い
存
在
に
な
っ
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
待
遇
は
と

い
う
と
、
▼
賃
金
は
最
低
賃

金
ギ
リ
ギ
リ
。
何
年
働
い
て

も
昇
給
も
一
時
金
も
退
職
金

家
族
の
助
け
を
借
り
て
出
勤

し
、
と
て
も
歯
が
ゆ
い
思
い

を
し
て
い
る

▼
３
年
で

「
雇
い
止
め
」
と
な
る
。
雇

用
へ
の
不
安
は
想
像
を
絶
す

る
も
の

▼
最
長
で
も
５
年

で
解
雇
さ
れ
、
１
年
間
空
白

期
間
を
置
か
な
い
と
応
募
で

き
な
い
等
々
、
実
態
は
極
め

て
深
刻
で
す
。

そ
も
そ
も
公
務
員
法
は
、

特
別
な
理
由
で
し
か
非
常
勤

の
「
任
用
」
を
想
定
し
て
い

な
い
た
め
、
使
用
者
の
都
合

だ
け
で
待
遇
改
善
な
し
に
長

期
に
わ
た
り
更
新
が
繰
り
返

さ
れ
る
一
方
で
、
突
然
の

「
雇
い
止
め
」
も
横
行
し
て

い
ま
す
。

円
。
生
活
保
護
を
受
け
な
が

ら
今
の
仕
事
を
続
け
て
い
る

▼
仕
事
の
経
験
が
必
要
な
職

場
で
何
年
も
働
い
て
き
た

が
、
忌
引
き
休
暇
も
な
い
。

休
む
と
無
給
に
な
る
の
で
、

こ
う
し
た
不
安
定
で
「
安

あ
が
り
な
労
働
者
」
に
犠
牲

を
押
し
つ
け
る
や
り
方
は
、

安
定
・
継
続
が
求
め
ら
れ
る

公
務
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
低
下
を
招
く
と
い
う
意
味

か
ら
も
許
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

国
公
労
連
・
全
国
税
は
非

常
勤
を
含
む
公
務
職
場
の
最

低
賃
金
の
底
上
げ
を
重
点

に
、
次
の
要
求
を
掲
げ
、
交

渉
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

▼
時
給
一
千
円
が
社
会
的
な

共
通
目
標
と
な
り
、
最
賃
法

改
正
で
も
、「
健
康
で
文
化

的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
と

の
調
和
も
う
た
わ
れ
た
。

▼
自
立
し
て
人
間
ら
し
く
生

き
る
上
で
も
、
当
面
、
時
間

給
一
千
円
、
日
額
七
千
四
百

円
、
月
額
十
五
万
円
の
最
低

賃
金
は
ぎ
り
ぎ
り
の
要
求
で

あ
り
、
非
常
勤
職
員
の
賃
金

底
上
げ
を
強
く
求
め
る
。

▼
昨
年
の
人
勧
の
際
、
非
常

勤
職
員
の
処
遇
に
関
し
、

「
実
態
に
合
っ
た
適
切
な
給

与
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
必
要

な
方
策
を
検
討
し
て
い
く
」

と
の
報
告
が
な
さ
れ
、
国
会

で
も
具
体
的
な
指
摘
が
行
わ

れ
て
い
る
。

▼
年
度
末
を
迎
え
て
、
今
年

も
「
雇
い
止
め
」
や
一
方
的

な
賃
金
切
り
下
げ
な
ど
が
顕

在
化
す
る
一
方
で
、
休
暇
等

の
取
得
要
件
な
ど
の
問
題
が

あ
る
。
人
事
院
も
、
任
期
や

定
員
と
の
関
係
な
ど
問
題
意

識
を
表
明
し
て
い
る
が
、
政

府
全
体
と
し
て
責
任
あ
る
検

討
、
対
応
を
求
め
る
。

も
な
い
　
▼

一
日
５
時
間

勤
務
の
た
め

年
収
は
75
万

公
務
員
削
減
の
一
方
で
、

非
常
勤
職
員
の
総
数
は
増
加

の
一
途
。
国
の
行
政
機
関
で

働
く
非
常
勤
職
員
数
は
14
万

９
千
人
（
06
年
現
在
・
総
務

省
調
査
）
と
、
正
規
職
員
29

万
８
千
人
の
約
半
数
に
の
ぼ

っ
て
い
ま
す
。

「
雇
い
止
め
」
と
は

有
期
労
働
契
約
（
期
間
を
定
め

て
締
結
さ
れ
た
労
働
契
約
）
に
つ
い
て
、
契
約
更
新
の

繰
り
返
し
に
よ
り
、
一
定
期
間
雇
用
を
継
続
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
突
然
、
契
約
更
新
を
せ
ず
に
期
間
満
了

を
も
っ
て
退
職
さ
せ
る
こ
と
。

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
「
雇
い
止
め
」
に
対
し
、
東

京
地
裁
は
06
年
３
月
、「
永
年
務
め
た
職
員
に
対
し
て

任
用
を
打
ち
切
る
の
で
あ
れ
ば
、
適
正
な
手
続
き
を
試

み
、
相
応
の
礼
を
尽
く
す
べ
き
」、「
任
用
更
新
を
拒
絶

す
る
こ
と
は
信
義
則
に
反
し
、
許
さ
れ
な
い
も
の
」
と

断
罪
。
改
正
労
基
法
で
も
、
契
約
締
結
時
に
更
新
の
有

無
や
判
断
基
準
の
明
示
と
と
も
に
、
雇
い
止
め
の
予
告

と
理
由
明
示
を
求
め
て
い
る
。

パ
ー
ト
１

00
年
９
月
下
旬
、
東
京
局

管
内
税
務
署
で
働
く
ア
ル
バ

イ
ト
職
員
に
、
次
の
よ
う
な

「
処
遇
改
善
」
伝
達
が
あ
り
、

該
当
者
か
ら
一
斉
に
喜
び
の

声
が
あ
が
っ
た
。

当
初
の
改
善
概
要

①
雇
用
契
約
は
三
ヵ
月
以

内
と
し
、中
断
は
要
し
な
い
。

②
勤
務
形
態
を
非
常
勤
職

員
自
身
に
選
択
さ
せ
る
。

抜
本
改
善
を
追
及

〈
解
答
〉
黒
１
の
置
き
が
好

手
。
白
２
に
黒
３
、
５
で
白

死
で
す
。
黒
１
で
３
は
白
５

黒
４
白
１
黒
２
白
イ
で
コ

ウ
。
白
２
で
３
な
ら
黒
２
。

白
２
で
４
も
黒
２
で
白
死
で

す
。

冷酷で非情な対応
抗議し追及続ける
国税庁

全国税

ア
ル
バ
イ
ト
職
員
の
処
遇

当
局
は
「
ア
ル
バ
イ
ト
職
員

の
雇
用
契
約
を
再
整
理
し

た
」
と
再
伝
達
。
該
当
者
か

ら
「
裏
切
ら
れ
た
」
と
怒
り

の
声
が
充
満
し
た
。

裏
切
り
の
「
再
整
理
概
要
」

①
雇
用
契
約
は
三
ヵ
月
以

内
と
し
、
一
年
を
超
え
る
場

合
、
そ
の
期
間
内
に
二
週
間

以
上
の
中
断
期
間
を
設
け

る
。

②
勤
務
形
態
は
当
局
が
事

務
量
と
希
望
を
総
合
勘
案
し

て
決
め
る
。

③
有
給
休
暇
は
繰
り
越
し

を
認
め
な
い
。

④
社
会
保
険
、
雇
用
保
険

に
も
加
入
で
き
る
が
、
健
康

診
断
は
今
後
検
討
す
る
。

◇
　
◇
　
◇

全
国
税
は
抗
議
し
、
当
面

す
る
問
題
と
し
て
、
次
の
申

し
入
れ
を
お
こ
な
っ
た
。

①
こ
れ
ま
で
の
誤
り
を
認

め
、
平
成
６
年
に
遡
り
、

「
二
週
間
以
上
」
の
中
断
期

間
設
定
を
撤
回
し
、
有
給
休

暇
繰
り
越
し
等
を
認
め
よ
。

②
ア
ル
バ
イ
ト
職

員
の
希
望
を
尊
重

し
、
勤
務
形
態
の

選
択
を
保
障
せ
よ
。

③
一
時
金
不
支
給

の
根
拠
を
示
せ
。

パ
ー
ト
２

06
年
12
月
、
金

沢
局
高
岡
署
総
務

係
長
か
ら
要
望
を

聞
か
れ
た
ア
ル
バ

イ
ト
職
員
は
、「
雇

用
保
険
に
加
入
し

て
ほ
し
い
」
と
言
っ
た
と
こ

ろ
、「
お
前
は
何
様
の
つ
も

り
だ
」
と
罵
声
を
浴
び
せ
ら

れ
、
雇
用
の
継
続
を
打
ち
切

ら
れ
た
。

相
談
を
受
け
た
全
国
税

は
、
署
長
・
局
長
交
渉
で
不

当
性
を
追
及
し
、「
雇
い
止

め
」
の
撤
回
を
求
め
た
。
ま

た
、
ア
ル
バ
イ
ト
職
員
も
一

同
で
署
当
局
に
「
要
望
書
」

を
提
出
し
た
。

し
か
し
、「
予
算
の
都
合
」

「
仕
事
ぶ
り
」
な
ど
を
タ
テ

に
冷
酷
非
情
な
対
応
に
終
始

し
た
。

06年　　 05年　 増 減
国税庁 6,360 5,637 723
法務省 52,006 52,117 ▲ 111 
厚労省 23,495 27,341 ▲ 3,846
社保庁 11,393 3,316 8,077
国交省 10,822 9,329 1,493
経産省 908 1,016 ▲ 108
人事院 57 47 10

主な省庁の非常勤職員数

国の行政機関　非常勤職員は150,000人

深刻な実態告発！「官製ワーキングプア」根絶を

生活できる待遇改善は急務生活できる待遇改善は急務


